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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性を有する筒状のロール本体と、
　前記ロール本体の内径部内で筒状を成す伸縮性シート材と、
　前記ロール本体の内径以上の外径を有し、前記ロール本体の内径部で筒状を成す前記伸
縮性シート材の内側に挿入される回転軸と、を備え、
　前記伸縮性シート材は、前記回転軸が未挿入の前記ロール本体の内径部内で無負荷状態
から拡径可能な筒状を成し、前記回転軸が挿入された軸装着状態で、前記無負荷状態から
伸長して拡径し、前記ロール本体の内径面と前記回転軸の外周面との間に介在し、
　前記軸装着状態では、前記ロール本体の弾性力によって、前記ロール本体と前記伸縮性
シート材との相対移動が阻止されるとともに、前記回転軸に対する前記伸縮性シート材の
移動が規制される
　ことを特徴とする軸付き弾性ローラー。
【請求項２】
　弾性を有する筒状のロール本体と、
　前記ロール本体の内径部内で筒状を成す伸縮性シート材と、
　前記ロール本体の内径以上の外径を有し、前記ロール本体の内径部で筒状を成す前記伸
縮性シート材の内側に挿入される回転軸と、
　シート固定部材と、を備え、
　前記伸縮性シート材は、前記回転軸が挿入された軸装着状態で、無負荷状態から伸長し
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て拡径し、前記ロール本体の内径面と前記回転軸の外周面との間に介在し、
　前記軸装着状態では、前記ロール本体の弾性力によって、前記ロール本体と前記伸縮性
シート材との相対移動が阻止されるとともに、前記回転軸に対する前記伸縮性シート材の
移動が規制され、
　前記シート固定部材は、前記伸縮性シート材のうち前記軸装着状態で前記ロール本体か
ら延出して露出するシート端部を前記回転軸に固定する
　ことを特徴とする軸付き弾性ローラー。
【請求項３】
　前記伸縮性シート材が織布又は網状のネット材である
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の軸付き弾性ローラー。
【請求項４】
　無負荷状態の伸縮性シート材を、弾性を有する筒状のロール本体の内径部に筒状を成す
ように挿入するシート材挿入工程と、
　前記ロール本体の内径部内で筒状を成す前記伸縮性シート材の内側に、前記ロール本体
の内径以上の外径を有する回転軸を挿入する軸挿入工程と、を備え、
　前記伸縮性シート材は、前記回転軸が未挿入の前記ロール本体の内径部内で前記無負荷
状態から拡径可能な筒状を成し、
　前記軸挿入工程では、前記回転軸の挿入によって、前記ロール本体の内径部が拡径する
とともに、前記伸縮性シート材が前記ロール本体の内径部との相対位置を保持したまま前
記無負荷状態から拡径して前記回転軸の移動を許容し、
　前記軸挿入工程により前記回転軸が挿入された軸装着状態では、前記ロール本体の弾性
力によって、前記ロール本体と前記伸縮性シート材との相対移動が阻止されるとともに、
前記回転軸に対する前記伸縮性シート材の移動が規制される
　ことを特徴とするロール本体への軸装着方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス基盤やプリント基盤をはじめとする板状ワークおよび樹脂フィルムや
延伸金属など長尺連続体の製造ラインにて使用される軸付き弾性ローラー及びロール本体
への軸装着方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、弾性を有する軟質多孔質素材で形成された略円筒状のロール本体と、
ロール本体の内径部分に挿入される回転軸とを備えた多孔質ロールが記載されている。回
転軸の外周面は、回転軸の軸心に直交する少なくとも１つの断面において非円形状であり
、ロール本体の内径面は、回転軸の外周面とほぼ等しい形状を有し、回転軸は、その外周
面がロール本体の内径面とほぼ合致した状態でロール本体の内径部分に挿入される。
【０００３】
　上記多孔質ロールによれば、ロール本体の内径部分に回転軸が挿入された状態において
、非円形状断面である回転軸の外周面は、この外周面とほぼ等しい形状であるロール本体
の内径面とほぼ合致し、回転軸に対するロール本体の相対回転が確実に阻止される。従っ
て、接着剤を用いることなく、軟質多孔質素材からなるロール本体を回転軸に定着させる
ことができ、エレクトロニクス部品の製造工程のうち洗浄工程や脱水工程において、接着
剤の含有成分が水中へ溶出して被洗浄物や吸水対象物を化学的に汚染することを防止する
ことができ、清浄度の高い多孔質ロールを得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２１３４３１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の多孔質ロール（軸付き弾性ローラー）では、回転軸の外周面とロ
ール本体の内径面とを特別な形状に形成しなければならず、製造工程の大幅な変更が必要
となる。
【０００６】
　そこで、本発明は、回転軸及びロール本体を特別な形状に形成することなく、高い清浄
性を得ることができ、且つ回転軸の着脱作業を容易に行うことが可能な軸付き弾性ローラ
ー及び軸装着方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成すべく、本発明に係る軸付きローラーの第１の態様は、弾性を有する筒
状のロール本体と、ロール本体の内径部内で筒状を成す伸縮性シート材と、ロール本体の
内径以上の外径を有し、ロール本体の内径部で筒状を成す伸縮性シート材の内側に挿入さ
れる回転軸と、を備える。
【０００８】
　伸縮性シート材は、回転軸が挿入された軸装着状態で、無負荷状態から伸長して拡径し
、ロール本体の内径面と回転軸の外周面との間に介在する。軸装着状態では、ロール本体
の弾性力によって、ロール本体と伸縮性シート材との相対移動が阻止されるとともに、回
転軸に対する伸縮性シート材の移動が規制される。
【０００９】
　本発明に係る軸装着方法は、無負荷状態の伸縮性シート材を、弾性を有する筒状のロー
ル本体の内径部に筒状を成すように挿入するシート材挿入工程と、ロール本体の内径部で
筒状を成す伸縮性シート材の内側に、ロール本体の内径以上の外径を有する回転軸を挿入
する軸挿入工程と、を備える。
【００１０】
　軸挿入工程では、回転軸の挿入によって、ロール本体の内径部が拡径するとともに、伸
縮性シート材がロール本体の内径部との相対位置を保持したまま無負荷状態から拡径して
回転軸の移動を許容する。軸挿入工程により回転軸が挿入された軸装着状態では、ロール
本体の弾性力によって、ロール本体と伸縮性シート材との相対移動が阻止されるとともに
、回転軸に対する伸縮性シート材の移動が規制される。
【００１１】
　ロール本体は、多孔質素材（例えば、湿潤状態で弾性を有するポリビニルアセタール系
多孔質素材や湿潤状態であるか否かに拘わらず弾性を有するポリウレタン系多孔質素材な
ど）で形成されてもよい。ポリビニルアセタール系多孔質素材のロール本体は、湿潤状態
で２．０×１０３Ｐａ以上１．５×１０４Ｐａ以下（およそ２０ｇ／ｃｍ２以上１５０ｇ
／ｃｍ２以下）の３０％圧縮応力を有してもよく、ポリウレタン系多孔質素材のロール本
体は、５．０×１０３Ｐａ以上９．０×１０４Ｐａ以下（およそ５０ｇ／ｃｍ２以上９０
０ｇ／ｃｍ２以下）の３０％圧縮応力を有してもよい。
【００１２】
　伸縮性シート材は、織布であってもよく、網状のネット材であってもよい。また、ロー
ル本体の内径部に挿入されていない非挿入状態の伸縮性シート材の形状は、筒状（チュー
ブ状）であってもよく、展開された平坦面状であってもよい。非挿入状態の伸縮性シート
材が筒状である場合、伸縮性シート材の外径はロール本体の内径以下であり、伸縮性シー
ト材の内径は回転軸の外径よりも小さい。
【００１３】
　伸縮性シート材の材質としては、樹脂や金属やそれら複合体など、脱着操作性や使用環
境に応じて適宜選択すればよい。また、伸縮性シート材の伸縮方向は、回転軸を挿入した
際に円周方向（拡径方向）への伸縮が優先され、長さ方向（軸方向）への伸縮は少ないこ
とが望ましい。係る特性を考慮した伸縮性シート材として、例えばオレフィン系樹脂（ポ
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リエチレン（ＰＥ）や酢酸ビニル（ＥＶＡ）など）からなるネット状チューブが挙げられ
る。
【００１４】
　上記構成及び上記方法では、ロール本体に回転軸を装着する場合、無負荷状態の伸縮性
シート材を、ロール本体の内径部に筒状を成すように挿入した後、伸縮性シート材の内側
に回転軸を挿入する。回転軸の外周面を少なくとも軸方向に円滑な形状に形成することに
より、弾性を有するロール本体と伸縮性シート材との間の摺動抵抗が、伸縮性シート材と
回転軸との間の摺動抵抗よりも大きくなり、回転軸の挿入によって、ロール本体の内径部
が拡径するとともに、伸縮性シート材がロール本体の内径部との相対位置を保持したまま
無負荷状態から拡径（回転軸の周方向に伸長）してロール本体及び伸縮性シート材に対す
る回転軸の移動を許容する。また、回転軸が挿入された軸装着状態では、ロール本体の弾
性力によって、ロール本体と伸縮性シート材との相対移動が阻止されるとともに、回転軸
に対する伸縮性シート材の移動が規制される。
【００１５】
　このように、ロール本体の内径面と回転軸の外周面との間に伸縮性シート材を介在させ
てロール本体に回転軸を挿入するので、回転軸の挿入作業及び取外し作業を容易に行うこ
とができる。また、回転軸をロール本体の内径部分に強い力で押圧挿入する必要がないの
で、ロール本体に偏肉が生じ難く、安定した品質が確保され得る。さらに、ロール本体を
交換する場合には、伸縮性シート材をそのまま再使用してロール本体に回転軸を装着すれ
ばよいので、回転軸の再使用（軸再生）を簡易な作業で且つ安価に行うことができる。
【００１６】
　また、接着剤を用いることなく、伸縮性シート材の介在によってロール本体を回転軸に
定着させることができる。従って、洗浄工程や脱水工程において、接着剤の含有成分が水
中へ溶出して被洗浄物や吸水対象物を化学的に汚染することを防止することができ、清浄
度の高い軸付きローラーを得ることができる。
【００１７】
　また、回転軸及びロール本体を特別な形状に形成する必要がないので、製造工程の大幅
な変更を伴うことなく軸付きローラーを製造することができる。
【００１８】
　本発明に係る軸付きローラーの第２の態様は、第１の態様の軸付きローラーであって、
伸縮性シート材のうち軸装着状態でロール本体から延出して露出するシート端部を回転軸
に固定するシート固定部材を備える。
【００１９】
　上記構成では、回転軸に対する伸縮性シート材の移動をシート固定部材によって阻止す
ることができ、ロール本体を回転軸により強固に定着させることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、回転軸及びロール本体を特別な形状に形成することなく、高い清浄性
を得ることができ、且つ回転軸の着脱作業を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る軸付きローラーの外観斜視図である。
【図２】図１の軸付きローラーの分解斜視図である。
【図３】図１のIII－III矢視断面図である。
【図４】網状のネット材の拡大図であり、（ａ）は無負荷状態を、（ｂ）は伸長状態をそ
れぞれ示す。
【図５】軸挿入工程の断面図であり、（ａ）は軸挿入前を、（ｂ）は軸挿入途中をそれぞ
れ示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
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　以下、本発明の一実施形態を、図面に基づいて説明する。
【００２３】
　図１は本発明の一実施形態に係る軸付きローラーの外観斜視図、図２は図１の軸付きロ
ーラーの分解斜視図、図３は図１のIII－III矢視断面図である。なお、以下の説明おいて
、軸方向は、ロール本体３に回転軸５を装着した軸装着状態における回転軸５の軸に沿っ
た方向を意味し、左右方向は、軸方向に沿った左右方向を意味する。
【００２４】
　図１～図３に示すように、軸付きローラー１は、ロール本体３と伸縮性シート材４と回
転軸５と左右のシート固定リング（シート固定部材）６とによって構成されている。
【００２５】
　ロール本体３は、略円筒状であり、弾性を有する軟質多孔質素材で形成されている。軟
質多孔質素材としては、高分子化合物多孔質素材、例えば、含水状態で弾性を有するポリ
ビニルアセタール系多孔質素材（ＰＶＡｔ系多孔質素材）や、乾燥及び含水状態で共に弾
性を有するポリウレタン系多孔質素材などが使用される。
【００２６】
　略円筒状のＰＶＡｔ系多孔質素材を得る方法としては、例えば、平均重合度３００～２
０００、ケン化度８０％以上のポリビニルアルコールを一種又はそれ以上混合して水溶液
とし、それに架橋剤としてアルデヒド類、触媒として鉱酸類、及び気孔形成材として澱粉
等を加え、これらの混合液を、円筒状の枠本体とこの枠本体内に支持されてロール本体３
の内径面を形成する棒状体とから構成された型の内部に注入し、５０～８０℃で反応させ
た後、型から取り出す方法を挙げることができるが、必ずしもこの方法に限定されるもの
ではない。また、反応完了後、型から取り出されたＰＶＡｔ系多孔質素材は、水中に溶存
、浮遊する粒子、イオン、有機物等の夾雑物を除去した純水にて洗浄されて、使用される
。
【００２７】
　係るＰＶＡｔ系多孔質素材は、乾燥状態で硬化し、湿潤状態で軟化する。また、吸水性
及び保水性に優れ、湿潤時に好ましい柔軟性と適度な反発弾性を示し、耐磨耗性にも優れ
ている。
【００２８】
　また、略円筒状のポリウレタン系多孔質素材を得る方法としては、ポリウレタンエラス
トマーを主成分とする原料に気孔形成剤をあらかじめ混合分散し、これを粘土状に混練し
て略円筒状で熱処理を施し、得られた成形物から気孔形成剤を抽出除去して気孔を形成さ
せる方法を挙げることができるが、必ずしもこの方法に限定されるものではない。
【００２９】
　係るポリウレタン系多孔質素材は、吸水性及び保水性に優れ、乾燥及び湿潤状態で好ま
しい柔軟性と適度な反発弾性を示し、耐磨耗性にも優れている。
【００３０】
　なお、ポリウレタンに代えて、例えば、ポリスチレン，ポリ酢酸ビニル，ポリ塩化ビニ
ル，ポリ塩化ビニリデン，ポリエチレン，ポリイソプロピレン，ポリクロロプレン，ポリ
ブタジエン，スチレンブタジエン共重合体，酢酸ビニルエチレン共重合体，メチルメタク
リレートブタジエン共重合体などの合成高分子（上記以外の他の熱可塑性エラストマーを
含む）や、天然ゴムなどの天然物を用いてもよい。また、硫酸ナトリウムに代えて、硫酸
アルミニウム，硫酸カリウム，硫酸マグネシウムなどの硫酸塩、炭酸ナトリウム，炭酸カ
リウム，炭酸水素ナトリウムなどの炭酸塩、硝酸カリウム，硝酸バリウムなどの硝酸塩、
りん酸ナトリウムなどのりん酸塩、塩化カルシウム，塩化ナトリウムなどの塩化物、酢酸
カルシウム，酢酸ナトリウムなどの有機酸の塩などを、単独で又は２種類以上を組み合わ
せて用いてもよい。
【００３１】
　回転軸５は、ロール本体３の内径以上の外径を有する略円柱状又は略円管形状であり、
金属やプラスチックなどの硬質な材料によって形成される。回転軸５の外周面は、軸方向
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に沿って一様で円滑な曲面形状であり、回転軸５の軸方向の長さは、ロール本体３の軸方
向の長さよりも長く設定されている。
【００３２】
　伸縮性シート材４は、弾性を有する複数の糸状材が軸方向に対して傾斜して格子状に結
合されたチューブ状の樹脂製のネット材である（図４参照）。無負荷状態において、伸縮
性シート材４の外径は、ロール本体３の内径以下に設定され、伸縮性シート材４の内径は
、回転軸５の外径よりも小さく設定されている。伸縮性シート材４は、ロール本体３の内
径部に挿入された状態で筒状を成し、伸縮性シート材４の軸方向の長さは、ロール本体３
の軸方向の長さよりも長く、且つ回転軸５の軸方向の長さ以下に設定されている。本実施
形態の伸縮性シート材４は、オレフィン系樹脂（ポリエチレン（ＰＥ）や酢酸ビニル（Ｅ
ＶＡ）など）からなるチューブ状のネット材（ネット状チューブ）である。ネット構造（
網目構造）を構成する複数の糸状材は、軸方向の対角線（回転軸５の軸方向に沿った対角
線）Ｘの方が周方向の対角線（回転軸５の円周方向に沿った対角線）Ｙよりも長い（Ｌｘ
＞Ｌｙ）扁平状の菱形を形成する（図４参照）。係る扁平状の菱形により、伸縮性シート
材４は、拡径方向に伸縮し易く、軸方向に伸縮し難い特性を有する。さらに、本実施形態
では、ロール本体３の内径面と回転軸５の外周面との間に伸縮性シート材４が介在して狭
持された軸装着状態においても、図４（ｂ）に示すように、軸方向の対角線Ｘの方が拡径
方向の対角線Ｙよりも長く（Ｌｘ＞Ｌｙ）、拡径方向に伸縮し易く、軸方向に伸縮し難い
特性が維持される。
【００３３】
　なお、伸縮性シート材４を、ロール本体３の内径部に挿入されていない非挿入状態で平
面状に展開する形状とし、ロール本体３の内周面の略全域を内側から覆うように筒状に湾
曲させてロール本体３の内径部に挿入してもよい。また、伸縮性シート材４は、織布であ
ってもよい。伸縮性シート材４を軸方向の糸状材と周方向の糸状材とが交叉する織布によ
って構成する場合、軸方向の糸状材に伸縮し難い又は伸縮しない素材を使用し、周方向の
糸状材に伸縮し易い素材を使用することによって、拡径方向に伸縮し易く、軸方向に伸縮
し難い伸縮性シート材４とすることができる。但し、後述するように管状の回転軸５の外
周面に回転軸５の内径部と連通する貫通孔７（図２参照）を形成し、ロール本体３側から
貫通孔７を介して回転軸５の内径部に液体を吸入し、又は回転軸５の内径部から貫通孔７
を介してロール本体３に液体を供給する場合、伸縮性シート材４は、ロール本体３側と回
転軸５側との液体の流通を阻害しない程度以上の通液性を有することが好ましい。貫通孔
７は、図２に二点鎖線で示す長孔形状に限定されず、例えば多数の丸孔形状などの他の形
状であってもよい。
【００３４】
　回転軸５は、ロール本体３の内径部で筒状を成す伸縮性シート材４の内側に挿入され、
伸縮性シート材４は、回転軸５が挿入された軸装着状態で、無負荷状態（図４（ａ）参照
）から伸長して拡径し（図４（ｂ）参照）、ロール本体３の内径面と回転軸５の外周面と
の間に介在して狭持される。伸縮性シート材４が無負荷状態から伸長して拡径する際には
、各糸状材が伸長するとともに、菱形が正方形に近づくように変形して軸方向の対角線Ｘ
の長さＬｘに対する周方向の対角線Ｙの長さＬｙの比（Ｌｙ／Ｌｘ）が増大する。軸装着
状態では、ロール本体３の内径面が伸縮性シート材４の網目に食い込み、ロール本体３の
弾性力によって、ロール本体３と伸縮性シート材４との相対移動が阻止されるとともに、
回転軸５に対する伸縮性シート材４の移動が規制される。また、伸縮性シート材４の左右
のシート端部４ａは、回転軸５の左右の軸端部５ａの外周に密着した状態でロール本体３
の左右端から外側へ延出して露出する。
【００３５】
　シート固定リング６は、締付けネジ（図示省略）を具備する円環状のホースバンドであ
り、締付けネジを緩めることによって拡径し、締付けネジを締付けることによって縮径す
る。軸装着状態において、拡径されたシート固定リング６の内径部に、伸縮性シート材４
のシート端部４ａが密着した回転軸５の軸端部５ａを挿通し、係る状態で締付けネジを締
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付けることにより、シート固定リング６が縮径し、シート端部４ａがシート固定リング６
と軸端部５ａとの間に挟まれて固定される。なお、シート固定リング６に代えて、他の形
態のシート固定部材（例えば、締付けネジを具備しない樹脂製の結束バンドなど）を用い
てもよい。
【００３６】
　上述のように構成される軸付きローラー１は、シート材挿入工程と軸挿入工程とシート
材固定工程とによって得られる。
【００３７】
　シート材挿入工程では、無負荷状態の伸縮性シート材４を、ロール本体３の内径部に筒
状を成すように挿入する。係る状態で、伸縮性シート材４の左右のシート端部４ａは、ロ
ール本体３の左右端から外側へ延出して露出する。
【００３８】
　軸挿入工程では、図５（ａ）に示すように、ロール本体３の内径部で筒状を成す伸縮性
シート材４の内側（内径部）に回転軸５を挿入する。具体的には、回転軸５の一端を一方
のシート端部４ａの開口から伸縮性シート材４の内径部に挿入する。回転軸５の挿入によ
って、図５（ｂ）に示すように、ロール本体３の内径部が拡径するとともに、伸縮性シー
ト材４がロール本体３の内径部との相対位置を保持したまま無負荷状態から拡径して回転
軸５の移動を許容する。本実施形態の伸縮性シート材４はネット材であるため、回転軸５
と伸縮性シート４との接触面積が著しく低減し、且つ回転軸５の外周面が軸方向に沿って
一様で円滑な曲面形状であるため、挿入時の抵抗が顕著に低減する。また、ネット材の凹
凸にロール本体３の内径面が追従する（ネット材の網目にロール本体３の内径面が食い込
む）ので、伸縮性シート材４がロール本体３の内径部に対して軸方向にずれ難く、両者の
相対位置が確実に保持される。このため、回転軸５の挿入作業（及び取外し作業）を容易
に行うことができる。回転軸５の挿入は、回転軸５の一端が他方のシート端部４ａを挿通
するまで行う。回転軸５の挿入が完了した軸装着状態では、ロール本体３の弾性力によっ
て、ロール本体３と伸縮性シート材４との相対移動が阻止されるとともに、回転軸５に対
する伸縮性シート材４の移動が規制される。また、伸縮性シート材４の左右のシート端部
４ａは、回転軸５の左右の軸端部５ａの外周に密着した状態でロール本体３の左右端から
外側へ延出して露出する。
【００３９】
　シート材固定工程では、拡径されたシート固定リング６の内径部に、伸縮性シート材４
のシート端部４ａが密着した回転軸５の軸端部５ａを挿通し、締付けネジを締付けて、伸
縮性シート材４のシート端部４ａを回転軸５の軸端部５ａに固定する。
【００４０】
　なお、ロール本体３にＰＶＡｔ系多孔質素材を用いる場合、適正含水状態における３０
％圧縮応力が２．０×１０３Ｐａ以上１．５×１０４Ｐａ以下（およそ２０ｇ／ｃｍ２以
上１５０ｇ／ｃｍ２以下）のものが好ましい。適正含水状態とは、ＰＶＡｔ系多孔質素材
が適正な弾力を発揮し得る含水状態をいい、含水率（乾燥状態に対する含水状態の重量％
）が、およそ１００％～１０００％の範囲で得られる。また、ロール本体３にポリウレタ
ン系多孔質素材を用いる場合、３０％圧縮応力が５．０×１０３Ｐａ以上９．０×１０４

Ｐａ以下（およそ５０ｇ／ｃｍ２以上９００ｇ／ｃｍ２以下）のものが好ましい。３０％
圧縮応力とは、適正含水状態のＰＶＡｔ系多孔質素材又はポリウレタン系多孔質素材を、
両端面間の距離（長手方向の高さ）が３０ｍｍとなるように切断し、端面全体に荷重がか
かるようにデジタル式荷重測定器にセットし、長手方向に３０％（９ｍｍ）押し潰した時
の荷重を計測し、該荷重を端面の面積で割った値として得られる。
【００４１】
　ＰＶＡｔ系多孔質素材の適正含水状態における３０％圧縮応力の好ましい範囲の上限を
１．５×１０４Ｐａ（およそ１５０ｇ／ｃｍ2 ）としたのは、この値が１．５×１０４Ｐ
ａより大きいＰＶＡｔ系多孔質素材は、弾性率が高すぎて、製造時に回転軸５の挿通が困
難になったり、吸水用としての使用時に対象物へ押し付けて変形させる際に過大な力を必



(8) JP 6553530 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

要とする等の問題が生じる可能性が高いためである。反対に、適正含水状態における３０
％圧縮応力の好ましい範囲の下限を２．０×１０３Ｐａ（およそ２０ｇ／ｃｍ２）とした
のは、この値が２．０×１０３Ｐａより小さいＰＶＡｔ系多孔質素材は、湿潤時の弾性率
が低すぎて変形しやすいため、軸付きローラー１の回転方向におけるロール本体３の移動
が阻止されなくなる可能性が生じるためである。同様に、ポリウレタン系多孔質素材の３
０％圧縮応力の好ましい範囲の上限を９．０×１０４Ｐａ（およそ９００ｇ／ｃｍ２）と
したのは、この値が９．０×１０４Ｐａより大きいポリウレタン系多孔質素材は、弾性率
が高すぎて、製造時に回転軸５の挿通が困難になったり、吸水用としての使用時に対象物
へ押し付けて変形させる際に過大な力を必要とする等の問題が生じる可能性が高いためで
ある。反対に、３０％圧縮応力の好ましい範囲の下限を５．０×１０３Ｐａ（およそ５０
ｇ／ｃｍ２）としたのは、この値が５．０×１０３Ｐａより小さいポリウレタン系多孔質
素材は、弾性率が低すぎて変形しやすいため、軸付きローラー１の回転方向におけるロー
ル本体３の移動が阻止されなくなる可能性が生じるためである。
【００４２】
　また、ＰＶＡｔ系多孔質素材としては、気孔率が８０％以上９５％以下、平均気孔径が
６０μｍ以上２５０μｍ以下のものが好適であり、ポリウレタン系多孔質素材としては、
気孔率が７０％以上９０％以下、平均気孔径が１０μｍ以上１５０μｍ以下のものが好適
である。
【００４３】
　ＰＶＡｔ系多孔質素材において、気孔率が８０％より小さいと、湿潤時の柔軟性が不十
分となり、また、気孔率が９５％より大きいと、実用的強度に乏しく、何れも洗浄用及び
吸水用途には適さないためである。また、平均気孔径が６０μｍよりも小さいと、湿潤時
の柔軟性が不足して十分な洗浄効果及び吸水効果が得られず、２５０μｍを超えると、目
が粗すぎて精密洗浄及び吸水用途には不適当なためである。同様に、ポリウレタン系多孔
質素材において、気孔率が７０％より小さいと、柔軟性が不十分となり、また、気孔率が
９０％より大きいと、実用的強度に乏しく、何れも洗浄用及び吸水用途には適さないため
である。また、平均気孔径が１０μｍよりも小さいと、柔軟性が不足して十分な洗浄効果
及び吸水効果が得られず、１５０μｍを超えると、目が粗すぎて精密洗浄及び吸水用途に
は不適当なためである。
【００４４】
　なお、ここでいう気孔率とは、乾燥機で十分に乾燥された直方体のＰＶＡｔ系多孔質素
材又はポリウレタン系多孔質素材を乾式自動密時計にて測定し、直方体の見掛け体積と真
体積とから、次式（１）にて算出される値である。
【００４５】
　気孔率（％）＝（見掛け体積－真体積）／見掛け体積×１００　…（１）
【００４６】
　平均気孔径は、ＰＯＲＵＳ　ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ，ＩＮＣ社製水銀ポロシメータを用い
た、水銀圧入法細孔測定によって求められる値である。
【００４７】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ロール本体３に回転軸５を装着する場合、
無負荷状態の伸縮性シート材４を、ロール本体３の内径部に筒状を成すように挿入した後
、伸縮性シート材４の内側に回転軸５を挿入する。係る挿入に際し、ロール本体３と伸縮
性シート材４との間の摺動抵抗が、伸縮性シート材４と回転軸５との間の摺動抵抗よりも
大きくなり、回転軸５の挿入によって、ロール本体３の内径部が拡径するとともに、伸縮
性シート材４がロール本体３の内径部との相対位置を保持したまま無負荷状態から拡径し
てロール本体３及び伸縮性シート材４に対する回転軸５の移動を許容する。軸装着状態で
は、ロール本体３の弾性力によって、ロール本体３と伸縮性シート材４との相対移動が阻
止されるとともに、回転軸５に対する伸縮性シート材４の移動が規制される。
【００４８】
　このように、ロール本体３の内径面と回転軸５の外周面との間に伸縮性シート材４を介
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在させてロール本体３に回転軸５を挿入するので、回転軸５の挿入作業及び取外し作業を
容易に行うことができる。また、回転軸５をロール本体３の内径部分に強い力で押圧挿入
する必要がないので、ロール本体３に偏肉が生じ難く、安定した品質が確保され得る。さ
らに、ロール本体３を交換する場合には、伸縮性シート材４をそのまま再使用してロール
本体（交換したロール本体）３に回転軸５を装着すればよいので、回転軸５の再使用（軸
再生）を簡易な作業で且つ安価に行うことができる。
【００４９】
　また、接着剤を用いることなく、伸縮性シート材４の介在によってロール本体３を回転
軸５に定着させることができるので、洗浄工程や脱水工程において、接着剤の含有成分が
水中へ溶出して被洗浄物や吸水対象物を化学的に汚染することを防止することができ、清
浄度の高い軸付きローラー１を得ることができる。
【００５０】
　また、回転軸５及びロール本体３を特別な形状に形成する必要がないので、製造工程の
大幅な変更を伴うことなく軸付きローラー１を製造することができる。
【００５１】
　また、回転軸５に対する伸縮性シート材４の移動がシート固定リング６によって阻止さ
れるので、ロール本体３を回転軸５により強固に定着させることができる。
【００５２】
　また、伸縮性シート材４は、拡径方向に伸縮し易く、軸方向に伸縮し難い特性を有する
ため、軸付きローラー１の使用時にロール本体３に軸方向への外力が作用した場合であっ
ても、伸縮性シート材４の軸方向への伸縮に起因するロール本体３の部分的な偏肉が発生
し難く、軸付きローラー１の使用時の性能（品質）を安定させることができる。
【００５３】
　また、回転軸５を管状とし、回転軸５の外周面のうち軸装着状態でロール本体３に覆わ
れる領域に内径部と連通する複数の貫通孔７（図２参照）を形成し、貫通孔７を介してロ
ール本体３側の液体を回転軸５の内径部側に吸入（吸引）し、又は回転軸５の内径部から
貫通孔７を介してロール本体３に液体を供給する場合、伸縮性シート材４をネット材とし
ているので、伸縮性シート材４によってロール本体３側と回転軸５側との液体の流通が阻
害されることがない。例えば、ワークに対して連続的に液体を塗布する用途に軸付きロー
ラー１を用いる場合、連続気孔を有する弾性多孔質材によってロール本体３を形成し、管
状の回転軸５に複数の貫通孔７を形成し、貫通孔７と連通する回転軸５の端部から液体を
流入させ、複数の貫通孔７から液体を流出させることにより、伸縮性シート４を介してロ
ール本体３の内径部に液体が供給され、ロール本体３に液体が好適に含浸して、ロール本
体３の外周面と接触するワークに液体を安定的に塗布することができる。また、ワークか
ら連続的に液体を取り除く用途に軸付きローラー１を用いる場合、連続気孔を有する弾性
多孔質材によってロール本体３を形成し、管状の回転軸５に複数の貫通孔７を形成し、管
状の回転軸５の端部に真空ポンプを接続して回転軸５の内径部を減圧することにより、ロ
ール本体３、伸縮性シート材４及び複数の貫通孔７を介して、ワークから液体を連続的に
吸引して除去することができる。何れの用途においても、伸縮性シート材４が十分な通液
性を有するため、伸縮性シート材４によってロール本体３側と回転軸５側との液体の流通
が阻害されることはない。
【００５４】
　なお、本発明は、一例として説明した上述の実施形態、及びその実施例に限定されるこ
とはなく、上述の実施形態等以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲
であれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
【００５５】
　例えば、ロール本体３を、内部に気孔を有さない弾性材によって形成してもよく、ロー
ル本体３の外周面に複数の突起等を一体形成してもよい。
【００５６】
　また、伸縮性シート材４と回転軸５との相対移動がロール本体３の弾性力によって十分
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に阻止される場合には、シート固定リング６を省略してもよい。この場合、回転軸５の左
右から延出する伸縮性シート材４の左右のシート端部４ａの長さを短縮してもよく、さら
に伸縮性シート材４がロール本体３の左右から延出しない（左右のシート端部４ａが存在
しない）ように、伸縮性シート材４の長さをロール本体３の長さ以下に短縮してもよい。
伸縮性シート材４の短縮は、ロール本体３に回転軸５を挿入する前であってもよく、回転
軸５を挿入した後のシート端部４ａの切除によって行ってもよい。
【符号の説明】
【００５７】
１…軸付きローラー、３…ロール本体、４…伸縮性シート材、４ａ…シート端部、５…回
転軸、５ａ…軸端部、６…シート固定リング（シート固定部材）、７…貫通孔

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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